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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仰臥台の基部フレームに、この仰臥台を設置する床面に支持させる延設用部材の一端部
を固定し、この延設用部材を仰臥台の側方に延設すると共に、この延設用部材の他端部に
介助装置本体の支柱を立設支持可能に構成した仰臥台取付型介助装置において、
　前記延設用部材は、前記一端部と他端部間において仰臥台の側方空間を迂回する迂回形
状に構成し、仰臥台の幅方向に延びて仰臥台の側方に至る第１の部位と、第１の部位の端
部から屈曲して仰臥台の長手方向に延びる第２の部位と、を含むことを特徴とする仰臥台
取付型介助装置。
【請求項２】
　延設用部材は、天地逆向きで使用可能に構成していることを特徴とする請求項１に記載
の仰臥台取付型介助装置。
【請求項３】
　延設用部材の、床面当接側にアジャスターボルトを取付自在としたことを特徴とする請
求項１又は２に記載の仰臥台取付型介助装置。
【請求項４】
　前記第1の部位は、仰臥台の基部フレームに固定するための固定部を一端部に設け、
　前記第２の部位は、他端部に介助装置本体の支柱を支持する立設支持部を構成したこと
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の仰臥台取付型介助装置。
【請求項５】
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　介助装置本体の支柱は、クランク状に屈曲させた構成とし、延設用部材の他端部に立設
支持した状態において、前記支柱の下部側が仰臥台から離れた側に位置させると共に、上
部側が仰臥台に近い側に位置させる構成としたことを特徴とする請求項１に記載の仰臥台
取付型介助装置。
【請求項６】
　介助装置本体は、面状支持部と、その周囲に間隔を置いて配置した環状フレーム部とを
略同一平面状に結合した構成としたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載
の仰臥台取付型介助装置。
【請求項７】
　介助装置本体は、板体の構成としたことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記
載の仰臥台取付型介助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッドや診察台等の仰臥台の側方に適宜離れた位置に介助装置本体の支柱を
立設状態で支持することにより、要介助者や患者等の使用者が、介助装置本体に設けてい
るグリップやパッド等の介助部材を、容易に、且つ、安全に使用可能とした仰臥台取付型
介助装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ベッド等の仰臥台を使用している要介助者や患者等の使用者が、仰臥台の側部
に着座している状態から立ち上がる動作を行ったり、逆に立ち上がった状態から着座する
動作を行ったり、車いす等への移乗の動作を行う際に、これらの動作を容易に確実に行え
るようにするための介助装置が従来から各種提案されている。
【０００３】
　このような介助装置の一つの型式として、仰臥台のフレームに延設用部材を固定して、
この延設用部材により、仰臥台の側方に適宜離れた位置に介助装置本体の支柱を立設状態
で支持して、介助装置本体に設けているグリップやパッド等の介助部材を利用可能とする
構成の仰臥台取付型介助装置がある。このような型式の介助装置は、介助装置本体の支柱
を、延設用部材を介して仰臥台のフレームで支持するため、支柱をベースで支持する自立
式の介助装置や、棒体等の介助部材を仰臥台を設置している床と天井の間で突っ張って支
持するような独立した型式のものよりも支柱部材を堅固に固定でき、安全に使用できると
いうような利点がある。
【０００４】
　このような型式の介助装置の従来例としては、例えば特許文献１～６に記載されている
ものがあり、その他、各種提案されている。
【０００５】
　ここで、前記延設用部材を、仰臥台の床部の昇降動作等において昇降するフレームに固
定するものでは、介助装置本体の高さが床部の昇降動作に応じて変化してしまうことと、
片持ち梁の構造であるため剛性が低いというような欠点がある。
【０００６】
　このような欠点を考慮して特許文献１～６に示される従来技術では、いずれも延設用部
材を、仰臥台の昇降動作等に関わらないフレーム、例えば基部フレームに固定している。
そして、各特許文献に示された各図から分かるように、延設用部材は、いずれも仰臥台の
側方に、その側辺に直交する方向に突設している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４５６５５６０号公報
【特許文献２】特許第２９６５１４８号公報
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【特許文献３】特許第３０３５８５９号公報
【特許文献４】特許第２９６５１４５号公報
【特許文献５】特許第２９６５１４６号公報
【特許文献６】実用新案登録第３１２７５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上に説明した従来の仰臥台取付型介助装置では、延設用部材が、仰臥台の側方で、そ
の側辺に直交する方向に突設されているため、延設用部材が要介助者等の使用者にとって
足元の障害物となり、介助装置本体を正面側として使用することが困難である。このため
、改善の余地がある。
　本発明は、このような課題を解決することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本発明では、仰臥台の基部フレームに、この仰臥台を
設置する床面に支持させる延設用部材の一端部を固定し、この延設用部材を仰臥台の側方
に延設すると共に、この延設用部材の他端部に介助装置本体の支柱を立設支持可能に構成
した仰臥台取付型介助装置において、前記延設用部材は、前記一端部と他端部間において
仰臥台の側方空間を迂回する迂回形状に構成した仰臥台取付型介助装置を提案する。
【００１０】
　また本発明では、前記構成において、延設用部材は、天地逆向きで使用可能に構成して
いる仰臥台取付型介助装置を提案する。
【００１１】
　また本発明では、前記構成において、延設用部材の、床面当接側にアジャスターボルト
を取付自在とした仰臥台取付型介助装置を提案する。
【００１２】
　また本発明では、前記構成において、延設用部材は、仰臥台の基部フレームに固定する
ための固定部を一端部に設けると共に、固定部から仰臥台の幅方向に延びて仰臥台の側方
に至る第１の部位と、第１の部位の端部から屈曲して仰臥台の長手方向に延びる第２の部
位とから構成され、第２の部位の端部に介助装置本体の支柱を支持する立設支持部を構成
した仰臥台取付型介助装置を提案する。
【００１３】
　また本発明では、前記構成において、介助装置本体の支柱は、クランク状に屈曲させた
構成とし、延設用部材の他端部に立設支持した状態において、前記支柱の下部側が仰臥台
から離れた側に位置させると共に、上部側が仰臥台に近い側に位置させる構成とした仰臥
台取付型介助装置を提案する。
【００１４】
　また本発明では、前記構成において、介助装置本体は、面状支持部と、その周囲に間隔
を置いて配置した環状フレーム部とを略同一平面状に結合した構成とした仰臥台取付型介
助装置を提案する。
【００１５】
　また本発明では、前記構成において、介助装置本体は、板体の構成とした仰臥台取付型
介助装置を提案する
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、仰臥台の基部フレームに、この仰臥台を設置する床面に支持させる延設用
部材の一端部を固定し、この延設用部材を仰臥台の側方に延設すると共に、この延設用部
材の他端部に介助装置本体の支柱を立設支持可能に構成した仰臥台取付型介助装置におい
て、延設用部材は、前記一端部と他端部間において仰臥台の側方空間を迂回する迂回形状
に構成しているので、要介助者等の使用者が、介助装置本体を正面側として使用しようと
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した場合でも、延設用部材が足元の障害物とならず、非常に使い勝手が良く、安全性も高
い。
【００１７】
　介助者も、延設用部材が迂回している仰臥台の側方空間に入ることができるので、介助
も容易に行うことができる。
【００１８】
　延設用部材を、天地逆向きで使用可能に構成することで、延設用部材の固定部を固定す
る仰臥台の位置、そして延設用部材が延びる仰臥台の側方は、仰臥台の頭側及び足側で、
それらの両側のいずれかに適宜設定することができ、仰臥台の室内等における配置に応じ
て、適切に介助装置を構成することができる。
【００１９】
　延設用部材の、床面当接側にアジャスターボルトを取付自在とすることにより、固定部
における基部フレームへの固定とアジャスターボルトとにより、延設用部材をガタなく確
実に設置することができ、介助装置の安全性を向上することができる。
【００２０】
　延設用部材は、仰臥台の基部フレームに固定するための固定部を一端部に設けると共に
、固定部から仰臥台の幅方向に延びて仰臥台の側方に至る第１の部位と、第１の部位の端
部から屈曲して仰臥台の長手方向に延び、端部に支柱の立設支持部を設けた第２の部位と
から構成することにより、構造を簡素化し、重量の低減を図ることができる。
【００２１】
　介助装置本体の支柱を、クランク状に屈曲させた構成とし、延設用部材の他端部に立設
支持した状態において、前記支柱の下部側が仰臥台から離れた側に位置させると共に、上
部側が仰臥台に近い側に位置させる構成とすると、介助装置本体を、仰臥台に、より近づ
けた場合にも、支柱の下部側が足元の障害物とならないので、介助装置本体の使い勝手と
安全性を更に向上することができる。
【００２２】
　本発明において、介助装置本体は、面状支持部と、その周囲に間隔を置いて配置した環
状フレーム部とを略同一平面状に結合した構成としたり、板体の構成としたり、適宜の構
成を採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る介助装置の、仰臥台を含めた全体の構成の例を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る介助装置の、仰臥台を除いた構成の例を示す斜視図である。
【図３】本発明に係る介助装置の、延設用部材の例を示す斜視図である。
【図４】本発明に係る介助装置の、延設用部材の例を示す平面図である。
【図５】本発明に係る介助装置の、介助装置本体の例を示す斜視図である。
【図６】本発明に係る介助装置の使用状態の例を示す平面図である。
【図７】本発明に係る介助装置の、仰臥台を除いた構成の他の例を示す斜視図である。
【図８】本発明に係る介助装置の、仰臥台を含めた全体の構成の他の例を示す斜視図であ
る。
【図９】本発明に係る介助装置の、介助装置本体の例を示す要部斜視図である。
【図１０】本発明に係る介助装置の、介助装置本体の他の例を示す要部斜視図である。
【図１１】本発明に係る介助装置の、介助装置本体の他の例を示す要部斜視図である。
【図１２】本発明に係る介助装置の使用状態の例を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係る介助装置の使用状態の他例を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係る介助装置の使用状態の更に他例を示す斜視図である。
【図１５】本発明に係る介助装置の使用状態の更に他例を示す斜視図である。
【図１６】本発明に係る介助装置の、介助装置本体の他の例を示す要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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次に本発明の実施の形態を添付した図１～図１５を参照して説明する。尚、図１～図１５
において、対応する構成要素には同一の符号を付している。
　図において、符号１はベッドや診察台等の仰臥台を示すもので、２は基部フレーム、３
は床部であり、床部３は基部フレーム２の上方に適宜の昇降機構、図示の場合にはパンタ
グラフ式昇降機構４ａ、４ｂを介して昇降可能に支持している。床部３の図中左側の部分
はパンタグラフ式昇降機構４ａによって上昇された状態、図中右側の部分はパンタグラフ
式昇降機構４ｂによって下降された状態を示している。前記基部フレーム２はこのような
パンタグラフ式昇降機構４ａ、４ｂによる床部３の昇降には関わらない部材である。
【００２５】
　以上の構成において、本発明の介助装置は、仰臥台１の基部フレーム２に、この仰臥台
１を設置する床面に支持させる延設用部材５の一端部ａを固定し、この延設用部材５を仰
臥台１の側方に延設すると共に、この延設用部材５の他端部ｂに介助装置本体７の支柱８
を立設支持可能に構成するもので、この際、前記延設用部材５は、前記一端部ａと他端部
ｂ間において仰臥台１の側方空間を迂回する迂回形状に構成したことを特徴とするもので
ある。
【００２６】
　迂回形状を有する延設用部材５の実施の形態は、仰臥台１の基部フレーム２に固定する
ための固定部６を一端部ａに設けると共に、固定部６から仰臥台１の幅方向に延びて仰臥
台１の側方に至る第１の部位５ａと、第１の部位５ａの端部から屈曲して仰臥台１の長手
方向に延びる第２の部位５ｂとから構成され、第２の部位５ｂの端部ｂに前記介助装置本
体７の支柱８を支持するための立設支持部９を構成している。この実施の形態では、立設
支持部９は筒状に形成している。
【００２７】
　第１の部位５ａに対しての第２の部位５ｂの屈曲角度は、迂回させる距離や、支持強度
等を勘案して、例えば１０°～８０°の範囲で適宜に設定することができる。
【００２８】
　固定部６は、基部フレーム２の取り付けるべき平行な一対の部位に対応して、延設用部
材５の第１の部位５ａから直角方向に突出する平行な一対の取付杆部６ａ，６ｂを構成し
ており、一方側の取付杆部には補強桟部１０を設けている。
【００２９】
　取付杆部６ａ，６ｂの図中上面側と下面側の両側にはねじ穴１１を形成して、いずれの
側からも、例えば六角穴付ボタンボルト等の取付用ねじ１２を螺合可能に構成している。
一方、取付杆部６ａ，６ｂを取り付ける基部フレーム２の部位にはねじの通し穴（図示省
略）を形成している。また延設用部材５の一端部ａにはレベル調整用のアジャスターボル
ト（図示省略）を螺合可能なねじ穴１３を形成しており、このねじ穴１３も延設用部材５
の一端部ａの図中上面側と下面側の両方に設けている。このような構成から、延設用部材
５は天地逆向きで使用可能である。
【００３０】
　次に介助装置本体７の実施の形態を説明すると、図示の介助装置本体７は、面状支持部
１４と、その周囲に間隔を置いて配置した環状フレーム部１５とを略同一平面状に結合し
て支持体１６を構成し、この支持体１６を支柱８で支持する構成としている。支柱８の下
端部には取付用嵌合体１７を設けており、この取付用嵌合体１７を筒状の立設支持部９に
嵌合した状態で、取付用ねじ１８を、通し穴２３を通して取付用嵌合体１７に形成したね
じ穴２４に螺合して固定する構成としている。
【００３１】
　更に、この実施の形態では支柱８はクランク状に屈曲させた構成とし、延設用部材５の
他端部に立設支持した状態において、支柱８の下部側Ｌが仰臥台１から離れた側に位置さ
せると共に、上部側Ｈが仰臥台１に近い側に位置させる構成としている。尚、支柱８は、
他の実施の形態として、このようなクランク状の構成とせずに単に直立させる構成とする
こともできる。
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【００３２】
　以上の構成において、仰臥台１の基部フレーム２に、延設用部材５の一端部ａの固定部
６を取り付けて、この延設用部材５を仰臥台１の側方に延設する。そして延設用部材５の
下面側に取り付けたアジャスターボルトを調節して、仰臥台１を設置する床面にしっかり
と支持する。尚、この際、他端部ｂのアジャスターボルトは、第２の部位５ｂに設けても
良いし、立設支持部９に嵌合しない取付用嵌合体１７の部分に設けることもできる。
【００３３】
　こうして延設用部材５を仰臥台１の側方に延設すると共に、この延設用部材５の他端部
ｂに介助装置本体７の支柱８を立設支持することにより、仰臥台取付型介助装置として使
用することができる。
【００３４】
　本発明では、延設用部材５は、仰臥台１の側方空間を迂回する迂回形状に構成している
ので、要介助者等の使用者１９が、例えば図１２～図１５に示すように介助装置本体７を
正面側として使用しようとした場合でも、延設用部材５が足元の障害物とならないので、
非常に使い勝手が良く、安全性も高い。更に、図６に示すように、介助者２０も、延設用
部材５が迂回している仰臥台１の側方空間に入ることができるので、介助を容易に行うこ
とができる。
【００３５】
　この実施の形態では、延設用部材５を、天地逆向きで使用可能に構成しているので、図
１、図２の状態の延設用部材５を、図７、図８に示すように、天地逆向きとして仰臥台１
の側方に延設すると共に、この延設用部材５の他端部ｂに介助装置本体７の支柱８を立設
支持することにより、仰臥台取付型介助装置として使用することができる。
【００３６】
　このようなことから、延設用部材５の固定部６を固定する仰臥台１の位置、そして延設
用部材５が延びる仰臥台１の側方は、仰臥台１の頭側及び足側で、それらの両側のいずれ
にも適宜設定することができ、仰臥台１の室内等における配置に応じて、適切に仰臥台取
付型介助装置を構成することができる。
【００３７】
　本発明では、延設用部材５の、床面当接側にアジャスターボルトを取付自在とすること
により、固定部６における基部フレーム２への固定とアジャスターボルトとにより、延設
用部材５をガタなく確実に設置することができ、介助装置の安全性を向上することができ
る。
【００３８】
　そして、この実施の形態では、延設用部材５は、基部フレーム２に固定するための固定
部６を一端部ａに設けると共に、固定部６から仰臥台１の幅方向に延びて仰臥台１の側方
に至る第１の部位５ａと、第１の部位５ａの端部から屈曲して仰臥台１の長手方向に延び
、端部に支柱の立設支持部９を設けた第２の部位５ｂとから構成するという非常に簡素な
構造であり、重量の低減を図ることもできる。
【００３９】
　更に、この実施の形態では、介助装置本体７の支柱８を、クランク状に屈曲させた構成
とし、延設用部材５の他端部ｂに立設支持した状態において、前記支柱８の下部側Ｌが仰
臥台１から離れた側に位置させると共に、上部側Ｈが仰臥台１に近い側に位置させる構成
とすることができるので、介助装置本体７を、仰臥台１に、より近づけた場合にも、支柱
８の下部側Ｌが足元の障害物とならないので、介助装置本体７の使い勝手と安全性を更に
向上することができる。
【００４０】
　本発明において、介助装置本体７は、上述した実施の形態のように、面状支持部１４と
、その周囲に間隔を置いて配置した環状フレーム部１５とを略同一平面状に結合して構成
した支持体１６を支柱８で支持する構成とする他、図１６に示すように支柱８の上部に板
体２１を支持する構成とすることもできる。
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【００４１】
　介助装置本体７の実施の形態としては、図９～図１１に示すように支持体１６を伸縮パ
イプ構成の２つの支柱８（Ｈ）の上部に対して着脱可能に構成し、支柱８（Ｈ）の上端部
に取付用嵌合体２５を嵌合可能とすると共に、この取付嵌合体２５に形成したねじ穴２６
に取付用ねじ２７を螺合して固定可能とすると共に、取付用嵌合体２５に代えて、２つの
支柱８（Ｈ）のいずれかに介助用支柱２２を嵌合し、取付用嵌合体２６と同様な機構で固
定して立設するように構成することもできる。このような構成では、図１２～図１５に示
すように、非常に多様な介助形態が可能な介助装置本体７を提供することができる。
【００４２】
　そこで、これらの図に示した介助形態の例を説明する。まず、図１２は、環状フレーム
部１５を把握した介助動作を示している。このように把握する個所は環状フレーム部１５
に沿って幅広い範囲で連続しているので、要介助者等１９は把握する個所をずらしながら
移動動作を行うことができ、持ち替え等が必要なくなるため、使い勝手が良く、安全性も
高い。
【００４３】
　次に、図１３は、面状支持部１４と、その外周側の環状フレーム部１５を、一体の面状
支持部として利用する介助形態を示している。即ち、要介助者等１９は、一体の面状支持
部に前腕部を当てながら立ち上がり動作を行うことができ、この動作に際して、一体の面
状支持部を構成する前方側の環状フレーム部１５の一部を把握することができる。
【００４４】
　次に、図１４、図１５は、取付用嵌合体２５に代えて、介助用支柱２２を立設した例を
示すもので、図１４の例では、要介助者１９は介助用支柱２２を一方の手で把握すると共
に、他の手で環状フレーム部１５を把握した状態で、ベッド１からの立ち上がりや、着座
の動作を容易に確実に行うことができる。また図１５の例では、要介助者１９は介助用支
柱２２のみを把握して立ち上がりや、介助用支柱２２によりかかることができ、着座又は
車いす等への移乗動作を容易に確実に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明において仰臥台としては、ベッドや診察台の他、要介助者等が使用する椅子やソ
ファ等にも拡張できるものある。
【符号の説明】
【００４６】
１　　　　　　　　　　　仰臥台
２　　　　　　　　　　　基部フレーム
３　　　　　　　　　　　床部
４ａ、４ｂ　　　　　　　パンタグラフ式昇降機構
５　　　　　　　　　　　延設用部材
　５ａ　　　　　　　　　第１の部位
　５ｂ　　　　　　　　　第２の部位
６　　　　　　　　　　　固定部
　６ａ、６ｂ　　　　　　取付杆部
７　　　　　　　　　　　介助装置本体
８　　　　　　　　　　　支柱
９　　　　　　　　　　　立設支持部
１０　　　　　　　　　　補強桟部
１１、１３　　　　　　　ねじ穴
１２　　　　　　　　　　取付用ねじ
１４　　　　　　　　　　面状支持部
１５　　　　　　　　　　環状フレーム部
１６　　　　　　　　　　支持体
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１７　　　　　　　　　　取付用嵌合体
１８　　　　　　　　　　ねじ
１９　　　　　　　　　　使用者（要介助者等）
２０　　　　　　　　　　介助者
２１　　　　　　　　　　板体
２２　　　　　　　　　　介助用支柱
２３　　　　　　　　　　通し穴
２４　　　　　　　　　　ねじ穴
２５　　　　　　　　　　取付用嵌合体
２６　　　　　　　　　　ねじ穴
２７　　　　　　　　　　取付用ねじ
 

【図１】 【図２】
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